
日中サービス支援型指定共同生活援助の指定（変更）等に係る留意事項について 

 

１ 日中サービス支援型指定共同生活援助の指定（変更）等の申請について 

日中サービス支援型指定共同生活援助の指定を受ける場合や、共同生活援助の類型を日

中サービス支援型指定共同生活援助へ変更する場合等、申請書類の提出期限が通常のもの

と異なります。 

これは、指定（変更）等申請時に、「八王子市地域自立支援協議会（以下「協議会」とい

う。）」に対し、運営方針や活動内容等を説明し、当該協議会における評価を受ける必要があ

るためです。 

※令和７年（2025 年）10 月 1 日から日中サービス支援型指定共同生活援助の新規指定及

び定員増に係る事前相談を一時休止しています。 

 

２ 指定（変更）申請書等の提出スケジュールについて 

指定（変更）申請から事業開始までのスケジュールは、以下の流れとなります。 

 

書面準備・提出 ⇒ 事前相談 ⇒ 指定（変更）申請書の提出 ⇒ 協議会での説明  

⇒ 指定（変更）決定 ⇒ 事業開始 

※令和８年度の協議会開催日につきましては改めて通知します。 

 

３ 定期的な報告について 

国の解釈通知では、「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を地域に開かれたサー

ビスとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、少なくとも年１回以上協

議会に実施状況等を報告し、評価を受ける」こととされています。 

これにより、令和７年度までは第３回協議会で実施状況を報告し、協議会で出された意見、

要望、助言、評価等に沿った運営をお願いしてまいりました。 

令和８年度につきましては、報告時期や報告様式等を調整中です。詳細が決まり次第改

めて通知します。 

 

４ 協議会での説明、報告について 

原則、提出していただいた書類を基に、管理者を含め 2 名で協議会に出席し説明、報告し

ていただきます。 

 

５ 協議会での意見等について 

協議会で出された意見、要望、助言、評価等については、法人において記録し、それらに

沿った事業運営をお願いいたします。 

 

  



（参考） 

八王子市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例（抜

粋） 

（地域との連携等） 

第２４５条 

６ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、法第８９条の３第１項に規定する

協議会その他市長がこれに準ずるものとして特に認めるもの（以下「協議会等」とい

う。）に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況及び第

２項の報告、要望、助言等の内容又は前項の評価の結果等を報告し、協議会等による評

価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければなら

ない。 

７ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の協議会等における報告、評

価、要望、助言等についての記録を整備しなければならない。 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について（平成１８年１２月６日障

発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）（抜粋） 

第十五 共同生活援助 

４ 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に

関する基準 

 （３）運営に関する基準 

④ 協議の場の設置等（基準第 213 条の 10）日中サービス支援型指定共同生活援

助を行う事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を地域に開か

れたサービスとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、法第

89 条の３第１項に規定する協議会・・（略）・・に対し、定期的に（少なくとも

年に１回以上とする。）日中サービス支援型指定共同生活援助の実施状況等を報

告し、当該実施状況等について当該協議会等による評価を受けるとともに、当該

協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないこととし

たものである。 

なお、都道府県知事（八王子市長）が必要と認める場合には、事業指定の申請

にあたり、・・（略）・・日中サービス支援型指定共同生活援助を行おうとする者

は、協議会等に対し、運営方針や活動内容等を説明し、当該協議会等による評価

を受け、その内容を都道府県知事（八王子市長）に提出するものとする。 

また、当該協議会等における報告等の記録は、・・（略）・・５年間保存すると

ともに、個人情報の保護に留意しつつ、当該記録や事業の運営状況を積極的に公

表するものとする。 

 


